
◎申告フローチャート

　あなたが申告をする必要があるか確認してみましょう

・この表は、簡易に判断する場合のフローチャートです。不明な点等はお問い合わせください。

・納めすぎた所得税の還付申告を受ける場合は、下表に関わらず、確定申告が必要です。

・給与、年金収入により所得税及び住民税が非課税となる場合または菊池市在住の親族の税法上の扶養となっている場合は申告不要です。

・収入なし、非課税収入のみの場合は、本市でその事実を把握することができないため、申告が必要となります。（※本市在住の親族の扶養者を除く）

住民税申告

住民税申告

・誰の税法上の扶養にもなっていない
・菊池市外の親族の税法上の扶養になっている

住民税申告

・菊池市在住の親族の税法上の扶養になっている 申告不要

・年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）超、400万円以下

確定申告

申告不要

住民税申告

確定申告

住民税申告

確定申告

・譲渡所得（土地・建物）
・先物取引の雑所得
・株式等の譲渡・配当所得
・住宅借入控除（初年度）
・山林所得
※確定申告が不要な場合もあります

・事業所得（農業、営業など）
・不動産所得
・雑所得
・一時所得
・利子所得
・配当所得
・総合譲渡所得

申告不要

非課税収入のみ（遺族年金、
障害年金、失業給付金など）

・菊池市在住の親族の税法上の扶養になっている

申告不要

・誰の税法上の扶養にもなっていない
・菊池市外の親族の税法上の扶養になっている

住民税申告

・所得金額より控除が多い場合（所得税が課税されない）

・給与収入が2千万円を超える

税務署で
確定申告

確定申告

・年金収入が400万円以下で、他の所得（20万円以下）がある

・所得金額より控除が少ない場合（所得税が課税される）

　（医療費控除、雑損控除、寄付金控除など）

・年金収入のみで400万円を超える

収入なし

・年金収入のみで148万円（65歳未満は98万円）以下である

主に
給与収入

・年末調整が済んでいる（１ヶ所からの給与のみ）
・給与収入が１０３万円以下

・給与収入以外の所得が20万円以下である

・年末調整の内容に変更がある

・給与収入以外の所得が20万円を超える（給与収入金額に関係なく）

・年金収入以外の所得が20万円を超える（年金収入金額に関係なく）

主に
年金収入

・年末調整が済んでいない（※給与収入１０３万円以下も含む）

・年末調整できない控除がある

・２ヶ所以上から給与をもらっている
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※年齢は令和8年1月1日時点です

※住民税はその年の１月１日に住んでいた市町村で

前年分の所得に対して翌年度に年額で課税されます


